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令和８年度文部科学省調達改善計画 

令和８年３月２７日 

文部科学省 

行政事業レビュー推進チーム 

１．調達改善の目的 

  「調達改善の取組の推進について」（令和８年１月２７日行政改革推進会議決定。以下

「会議決定」という。）及び「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策

定）」（平成２７年１月２６日行政改革推進会議とりまとめ。以下「指針」という｡）に基

づき、文部科学省の調達改善計画を以下のとおり策定する｡ 

  本計画では、文部科学省における調達の透明性・公平性・競争性の確保・向上等を目指

し、調達に関する目標設定と結果の検証・評価を実施する体制を整備することにより､Ｐ

ＤＣＡサイクルによる自律的な調達改善を実現することを目的とする｡ 

２．調達の現状分析 

  文部科学省（施設等機関、特別の機関及び外局を含む。）の令和６年度における契約実

績は、契約件数２，４２８件、契約金額１，１８２億円（少額随意契約は除く。）であ

り、具体的には表１から表５のとおりとなる。 



- 2 - 

 

 

令和６年度は企画競争による随意契約（以下、「企画競争」という。）から競争契約に移行

した手続きが多く、最低価格落札方式及び総合評価落札方式の件数が増加し、企画競争の件

数が減少している。一方、競争性のない随意契約の件数は減少しているが、契約金額が増加

している。その要因は大型契約（「令和６年度「日本博２．０」に係る運営業務（委託型、

補助型、参画型）」）によるものである。  
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一者応札比率（件数ベース）について、総合評価落札方式の改善が見られる。一方で、文

部科学省は教育プログラムの開発・実証に係るモデル事業や研究開発に係る拠点構築事業等

において、事業者のノウハウや企画力を活用した委託事業を多く展開しているため、契約方

式のうち企画競争を採択する件数が多くなっている。その際、一度の公募において複数の事

業者を採択する事業が多いことから、企画競争における一者応募の割合は低調となってい

る。 

競争契約及び企画競争における一者応札（応募）の改善に向けて主に、以下に取り組んで

いる。 

 明確に資格要件・実績要件の必要性が説明できる場合を除き、技術審査の評価基準

（評価項目）の必須項目（基礎点の配点対象）に原則として実績要件を設定しないこ
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ととし、会計監査組織が入札公告前の事前監査において実績要件を必須項目にしてい

ないことをチェックする体制を整えている。 

 事業期間や納期までの期間を十分に確保することを目的として、委託事業について

は第４四半期の事業開始を原則禁止しており、「委託事業の調達標準処理マニュア

ル」への明記や、省内の会計職員向け研修においても説明を行うとともに、第２四半

期中に会計監査組織より改めて省内の調達担当部署に対し注意喚起のメールを発信し

周知徹底を図っている。 

 

また、企画競争による調達においては以下の取組も実施している。 

 「一者採択予定で公募する企画競争による調達案件は総合評価落札方式への移行を

促進」することとし、省内への周知を行うと共に、単年度採択予定・一者採択予定の

調達案件についてチェックする体制を整えている。 

 公募時点における採択予定数と実際の応募者数・採択数を把握し、競争性が十分に

確保されていたことを検証するなど、更に踏み込んだ見直しを行うため、公募時に想

定していた採択者数の情報についても集計を行うこととしている。 

 

上記の取組による改善の効果検証を行い、更なる調達改善の取組に資するものとする。 
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文部科学省における特殊な調達分野として教科書購入契約が挙げられる。教科書購入契約

は契約の相手方が教科書供給会社に限定されるため、調達改善の効果はほぼ見込めない。 

したがって、調達改善の効果が見込まれる汎用的な物品購入及び役務契約、調達規模の大

きな教育・研究開発等の委託契約を対象に、重点的に調達改善の取組を実施するものとす

る。 
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汎用的な物品購入・役務契約について： 

 「その他」の内訳としては最低価格落札方式による各種調査や問題用紙等の製本印刷・

梱包発送業務、省内庁用品の調達件数が多くなっている。 

 

教育・研究開発等の委託契約について： 

 教育分野においては全国学力・学習状況調査や教育のＩＣＴ化に係る調達が多くを占め

ている。 

 研究開発分野においては大学の課題分析の調査や人材育成等に係る調達が多くを占めて

いる。 

 スポーツ分野においては全国体力・運動能力、運動習慣等調査や部活動等の在り方や実

施状況に関する調査研究等に係る調達が行われている。 

 文化分野においては芸術、伝統文化、遺産等様々な分野の調査研究に係る調達が行われ

ている。 
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汎用的な物品購入・役務契約について： 

 情報システムに係る調達において一者応札の比率が高い傾向となっている。しかし前年

度に比べると契約件数及び契約金額のいずれも割合が低下しており、改善傾向にあると

考えられる。 

 

教育・研究開発等の委託契約について： 

 国として取り組む特定の教育・研究課題に関する調査研究においては、業務履行能力の

ある委託先が教育・研究機関に限られるため、そもそもの競争環境が限られていること

が要因の１つと考えられる。しかし資格要件や実績要件が過度なものとなっていない

か、十分な事業期間が確保されているか、事業規模は適切か（分割して競争性の向上が

図れる事業はないか）など、多角的な視点から競争性を確保・向上させる余地はあるも

のと考えられるため、引き続き教育・研究開発等の委託契約を対象に、重点的に調達改

善の取組を実施していくものとする。 
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３．取組内容 

本計画では、調達の現状分析等を踏まえ、既存の取組のアップデートとともに、実効性

のある新規の取組を企画・立案し、それらの取組の中から効率的かつ効果的に一者応札・

応募の改善につながることが期待できるものを「重点的な取組」（様式１）に位置づける

こととする。 

次に、内閣官房行政改革・効率化推進事務局による「令和８年度調達改善計画の策定要

領」を踏まえ、 

① 調達改善に向けた審査・管理の充実 

② 調達事務のデジタル化の推進 

を「共通的な取組」（様式１）に位置づけることとする。 

最後に、当省がこれまで複数年に亘り実施してきた調達改善の取組のうち、今後も不断

に取組む必要があると考えられるものなどを「その他の取組」（様式２）に位置づけるこ

ととする。 

なお、厳しい人員削減が進む中で「働き方改革」を推進する観点から、調達改善の取組

のために事務負担を過剰に増加させるのではなく、調達事務の効率化やデジタル化をあわ

せて推進することで、単なる調達コストのみならず事務コストを含むトータルコストの低

減を包括的に達成することを目指すものとする。 
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４．調達改善計画の推進体制 

 （１）推進体制の整備 

     適切なガバナンスを発揮する観点から、文部科学省大臣官房長を統括責任者とする文

部科学省の行政事業レビュー推進チーム（本計画において「推進チーム」という｡）が

本計画を決定し､取組結果の検証・評価及び統括を行うこととする｡ 

      また、本計画の実務上の推進を調達改善ワーキングチーム（本計画において「ワーキ

ングチーム」という。）が担うものとする。 

 

     ○ 行政事業レビュー推進チームの構成は次のとおり。 

統括責任者    大臣官房長 

統括責任者(代理) 大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 

副統括責任者   大臣官房会計課長、大臣官房政策課長 

メンバー     大臣官房人事課長 

 〃       大臣官房総務課長 

 〃       大臣官房国際課長 

 〃       大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課長 

 〃       総合教育政策局政策課長 

 〃       初等中等教育局初等中等教育企画課長 

 〃       高等教育局高等教育企画課長 

 〃       科学技術・学術政策局政策課長 

 〃       研究振興局振興企画課長 

 〃       研究開発局開発企画課長 

 〃       スポーツ庁政策課長 

 〃       文化庁政策課長 

 〃       国立教育政策研究所研究企画開発部長 

 〃       科学技術・学術政策研究所総務研究官 

  

    ○ 調達改善ワーキングチームの構成は次のとおり。 

       大臣官房会計課副長、大臣官房会計課総務班主査、大臣官房会計課監査班主

査、大臣官房会計課用度班主査、研究開発局開発企画課特別会計審査官、スポ

ーツ庁政策課課長補佐、文化庁政策課課長補佐、国立教育政策研究所会計課

長、科学技術・学術政策研究所総務課長 

 

 （２）外部有識者の活用 

    一者応札・応募の改善や随意契約の適切性の確保等については、外部有識者の知見を

活用した事後検証を行うこととする。 

物品・役務等契約に関しては契約監視委員会を原則として年３回、工事契約に関して

は入札監視委員会を原則として年１回、それぞれ会合を開催した上で外部有識者から意

見・提案を得ることとし､今後の調達改善の取組に反映するものとする｡ 

      また、本計画の策定や後述する自己評価の実施の際にも、外部有識者に指導・助言を

求めるものとする。 
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  （３）会計監査組織との連携 

    本計画に基づく取組が確実に実行されるよう、会計監査組織が調達手続の各段階で事

前監査を行うとともに、実地による事後監査を行うことで、牽制効果と実行性を確保・

向上させるものとする。 

 

５．進捗把握及び自己評価等の実施 

 （１）実施時期等 

    ワーキングチームは、調達担当部署からの報告を受けて、半期毎（上半期：４月～９

月、下半期：１０月～３月）に本計画の進捗状況を取りまとめ、推進チームに報告す

る。 

    また、本計画の自己評価等について、自主点検を上半期終了後、自己評価については

年度終了後に次の（２）に定めるところにより行う。 

  

 （２）自己評価等の方法 

   ① ワーキングチームは、上半期終了後においては概ね１０月末までに、年度終了後

においては概ね翌年度５月末までにそれぞれの期間における取組実績（目標の達

成状況、具体的な調達改善の状況、契約監視委員会等による検証結果）について

取りまとめる。 

   ② ワーキングチームは、上記取組実績をもとに、見直しによる効果・成果の検証等

の観点から自主点検案又は自己評価案を作成し、推進チームに報告する。 

   ③ 推進チームは、調達の改善状況を確認し、自主点検及び自己評価を決定するとと

もに、計画どおりに実施されていないと判断した取組については原因を把握し、

調達担当部署に改善を指示する。 

         なお、自主点検及び自己評価結果には、実施した取組内容及びその効果、目標の

達成状況、実施において明らかになった課題、今後の調達改善計画の実施や策定

に反映すべき事項等を盛り込むものとする。 

  

 （３）自己評価結果の公表 

    本計画の取組実績の自己評価は、ホームページにおいて公表するものとする。 
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６．人事評価への反映及び人材の育成 

   業績評価において、自身の担当する業務でコスト意識や業務改善に留意した目標を設定

可能な場合は、業績目標の設定を行い、その後の人事評価に適切に反映するものとする。 

   また、省内の職員向けに、調達改善の取組を含めた会計事務研修や外部有識者の知見を

活用した研修等を実施することで､調達に関する知識や能力のより一層の向上に取り組む

ものとする｡ 

  さらに、会計業務マニュアル等の充実に取り組むとともに、調達改善の成果やノウハウ

を蓄積し、省内への情報の共有化を図ることで、省内のすべての職員のスキルアップに資

するものとする。 

 

７．その他 

 （１）取組状況等の公表 

    本計画に関する取組状況等は、ホームページにおいて公表するものとする。 

 

  （２）計画の見直し 

    本計画については、会議決定及び指針の改定や進捗状況等を踏まえ、改訂の必要が生

じた場合には、適時に所要の見直しを行うものとする。 

  

  （３）その他 

    本計画に定めるもののほか、調達改善の取組の実施に関して必要な事項は、推進チー

ムの統括責任者が別に定める。 

 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

【一者応札の改善に係る目標設定等】
○　包括的な要因分析と競争性向上のための改善方策を講じた令和４年度の一者応札比率49.6%
から10%以上低減させ、39.6%以下にすることを目標に設定し、省内への周知を図ることで、省内職員
の一者応札の改善意識を向上させる。
○　一者採択予定で公募する企画競争による調達案件を対象に、より競争性の高い契約方式（総合
評価落札方式）への移行を促進する。特に入札のための仕様が確定していないことを理由とした企
画競争を認めないこととし、原則として総合評価落札方式による調達を行うものとする。

一者応札比率の低減目標を設定す
ることで、全省的に改善意識を高め
るため。また、企画競争は価格競争
の要素の含まれない随意契約であ
ることを意識し、企画競争によること
が真に適切かつやむを得ないもの
であるか精査する必要があると判断
したため。

Ａ＋ R6

一者応札比率を令和4年度の
49.6%から10%以上低減し、39.6％
以下にすることを目標とする。ま
た、合理的な理由がある場合を
除き、一者採択予定で公募する
企画競争による調達案件を対象
に、より競争性の高い契約方式
（総合評価落札方式）への移行を
促進する。

令和16年3
月まで

【事後検証・要因分析】
○　一者応札・応募になった案件等を中心に、契約監視委員会等による事後検証を行い、検証結果
及び今後の改善方策等を取りまとめて公表するとともに、その後の改善状況についてフォローアップ
調査を行い、次年度の同委員会に報告することとする。
○　会計監査組織による事前監査・事後監査において、一者応札・応募や不落・不調となった調達案
件の要因分析と再発防止策を重点的にチェックするなど、調達改善に向けた審査・管理を強化する。

会計監査組織による監査や外部の
有識者による事後検証は、調達担
当部署の調達手続きに関する意識
を高めるのにとても有益であると判
断したため。

Ａ -

外部有識者の知見の活用及び会
計監査組織との連携強化により、
調達手続の透明性・公平性・競
争性の確保・向上を図るととも
に、調達改善に向けた審査体制
を充実・強化する。

令和9年3月
まで

【入札説明会参加者等に対するアンケート・ヒアリングの実施】
○一者応札・応募となった案件を対象に、入札説明会に参加したものの応札のなかった企業等を対
象にアンケート・ヒアリングを実施し、企業等が認識した入札障壁を把握・分析し、競争環境の整備に
活用する。

一者応札・応募となった案件の要因
を分析するためには、事業者側が
参入できない（しない）と判断した原
因を把握する必要があると判断した
ため。

A -
一者応札・応募となった案件につ
いては、原則アンケート・ヒアリン
グを実施する。

令和9年3月
まで

【調達予定情報等の発信強化】
○　企業等の応札・応募に向けた準備期間に資することを目的として、調達件名や調達予定時期等
を包括した調達予定情報を文部科学省の調達に関するポータルサイト「調達総合案内」に年4回以
上（概ね四半期毎に）掲載・公表する。
○　調達に特化したメール配信サービス（メールマガジン）を原則として毎営業日発信する。なお、発
信に当たっては契約方式別（最低価格落札方式、総合評価落札方式、企画競争、公募、オープンカ
ウンター）に調達情報を取りまとめるなど、分かりやすい情報発信に努める。
○　委託事業の企画立案・構想のタイミングから複数の企業等へ事前の市場調査を行うことにより競
争性を向上させる。

技術提案書の作成や業務遂行に必
要となる人員の確保等に十分な準
備期間がなかったことを理由に、企
業等が応札・応募を見送った事例を
確認しており、調達予定情報等の発
信強化を図る必要があると判断した
ため。

Ａ R7

調達予定情報については年４回
以上（概ね四半期毎）、メールマ
ガジンについては原則毎営業
日、それぞれ発信する。

令和9年3月
まで

【資格要件・実績要件の精査】
○　新規参入者等が応札・応募しやすい環境を整えることを目的として、明確かつ合理的に資格要
件・実績要件の必要性が説明できる場合を除き、原則として資格要件・実績要件を設定しないことと
する。（※総合評価落札方式では、技術審査の評価基準の必須項目（基礎点）に設定しないこととす
る。）
○　資格要件・実績要件を設定する場合においても、過度な要件とならないよう会計監査組織が必
要最小限のものとなっていることを入札公告・公募前の事前監査でチェックする。

過度な資格要件・実績要件の設定
は、新規参入者等にとって最大の
参入障壁であり、その精査は競争
性の確保・向上に必要不可欠な取
組であると判断したため。

Ａ R5

明確かつ合理的に必要性が説明
できる場合を除き、資格要件・実
績要件を設定しないことを徹底す
る。

令和9年3月
まで

○ ○
随意契約事前確認公募の活用及び価格交渉の推
進

○　複数年度に亘り、同一の事業者により一者応札となっている調達案件のうち、特殊な技術や設
備等が不可欠であり、今後においても特定の者のみが事業を実施し得る見込みのものについては、
契約監視委員会による審査を経た上で、必要となる特殊な技術や設備等を明示し契約の相手方を
公募する「随意契約事前確認公募」への移行を推進する。
○　「随意契約事前確認公募」による調達案件を対象に、契約予定者の積算内訳書に見直しの余地
が無いかなどを精査する価格交渉の取組を推進し、経済性の確保に努める。
○　「随意契約事前確認公募」による調達案件について､公募期間以外でも新規参入者の発掘が可
能となるよう､文部科学省の調達に関するポータルサイト「調達総合案内」で恒常的に公表する。

特殊な技術や設備等が不可欠な調
達案件については、形式的な入札
を取り止め、随意契約事前確認公
募を経た上で価格交渉により経済
性を追求することの方が、事務コス
トを含むトータルコストの低減につな
がるものと考えられるため。

A＋ H27

随意契約事前確認公募及び価格
交渉を併用することにより、調達
の透明性及び経済性を確保しな
がら、事務コストを含むトータルコ
ストの低減を目指す。

令和9年3月
まで

【審査・管理の充実】
○　委託事業における質の確保に係る取組として、公募要領等で事業規模の上限及び採択予定件
数を記載することを徹底する。
○　委託事業における公告・公募の審査は、原則として①全員が外部の有識者であること、②5名以
上選定すること、③文部科学省からの出向者及び元職員を選定しないこととするほか、審査員と競
争参加者との間に利害関係が生じた場合は原則として当該調達の審査から外れる、審査結果を必
ず審査委員全員で共有し、評価の判断となった理由等を検証することなどにより、調達手続における
公正性や透明性等を確保する。
○　会計監査組織が事前監査（書面監査）において、委託事業の受託者から再委託及び再々委託
等の承認申請等があった際に、再委託等の理由が施策的な観点から十分に説明されているか
チェックする。

Ａ -

外部有識者の知見の活用及び会
計監査組織との連携強化により、
調達手続の透明性・公平性・競
争性を確保・向上を図るととも
に、調達改善に向けた審査体制
を充実・強化する。

令和9年3月
まで

【企画競争方式の審査・管理の充実】
○　企画競争の調達案件について、採択内容の質を確保する観点から審査基準において合格最低
基準（点）（７割を目安）を設定することを徹底する。

Ａ R7
会計監査組織が重点的に確認す
ることで、調達改善の取組の実行
性を向上させる。

令和9年3月
まで

【総合評価落札方式の審査の充実】
○　総合評価落札方式の調達案件について、採択内容の質を確保する観点から、総合評価基準に
おいて必須項目（基礎点）とそれ以外の項目（加点）の配点割合の適切な設定に努める。

A R8
会計監査組織が確認することで、
調達改善の取組の実行性を向上
させる。

令和9年3月
まで

【新規事業者からの調達拡大】
○　調達する財やサービスの質に与える影響に留意しながら、スタートアップを含めた新規事業者か
らの調達実績の拡大に努める。
○　J-Startup企業等の技術力のある中小企業者については、競争参加資格の等級にかかわらず、
原則として全ての物品及び役務の入札への参加を可能とする。
○　各種施策との整合性に留意しながら、企業等への幅広い声掛けなど、事前の市場調査を行うこ
とにより競争性を向上させる。また、物価・人件費の高騰を踏まえた適切な予定価格の設定に努め
る。

A＋ R5
スタートアップを始めとする新規
事業者の入札参加機会を拡大す
る。

令和9年3月
まで

○　入札説明会のオンラインによる実施や政府電子調達システム（GEPS）を活用した電子入札・電
子契約を推奨する旨を事業者に周知する。
○　委託事業におけるGEPSの利用件数について、前年度を上回るよう努める。
○　入札によらない案件（随意契約等）についても、GEPSを活用した電子契約を推進する。

A R8
委託事業におけるGEPSの利用
を増加させるため、前年度の利
用件数を上回るよう努める。

令和9年3月
まで

○　GEPSマーケットプレイスの利用件数について前年度を上回るよう努める。 A R8
GEPSマーケットプレイスの本格
導入に向けて、前年度の利用件
数を上回るように努める。

令和9年3月
まで

○　会計課より部局へ作業を依頼する際はBOXを活用し、また共有ファイルを利用することで、とりま
とめ部局の作業を削減し、担当者と会計課のリアルタイムでの情報共有を可能とする。

A R8
会計課より作業を依頼する際は
ＢＯＸを活用する。

令和9年3月
まで

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度
※１

取組の
開始年度

取組の目標

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及びシステム設計ＷＧ（第84回会合）」（令和７年10月30日デジタル
庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含まず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調達業務も含む）を用いて契約した案件が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、4月に開札の案件）

調達事務のデジタル化の推進○

競争性確保・向上のための改善方策の推進
（一者応札・応募の改善のための取組）

○○

調達改善に向けた審査・管理の充実○

様式１



継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

【共同調達・一括調達（電力・ガスの調達を含む）】
○　中央合同庁舎第7号館に入居する文部科学省（外局及び施設等機関を含む）、会計
検査院、金融庁で事務用機器や消耗品等（15品目）を対象に共同調達を実施する。
○　文部科学省の出先施設の電力調達を対象に、再生可能エネルギー比率を考慮しつ
つ、複数の施設をまとめて一括調達を実施する。

【総合評価落札方式・企画競争の適切な実施】
○　会計監査組織が調達手続の各段階で透明性・公平性・競争性等が確保されているか
事前監査するとともに、契約監視委員会等において外部有識者の知見を活用した事後検
証を行う。
○　評価基準や審査要領の策定、審査委員の選定・委嘱、審査の実施、落札決定等、一
連の調達手続を網羅した標準マニュアルの改訂・充実を適宜行う。

【競争性のない随意契約の検証及び公表】
○　競争性のない随意契約を行う際には、真にやむを得ないものかどうか、会計監査組
織が事前監査するとともに、随意契約によることとした理由等をポータルサイト「調達総合
案内」に公表する。
○　随意契約（不落不調となったものを含む）した案件を契約監視委員会の審査対象の
抽出項目に設定し、外部有識者による事後検証を行うものとする。

【全ての競争入札等へのチェックリストの活用】
○　調達改善の取組の実行性を担保することを目的として、全ての委託事業における競
争入札及び一者採択予定の企画競争を対象に、調達担当部署が「競争性の確保・向上
のためのチェックリスト」を公告・公募前に作成し、競争性の確保・向上に資する取組が確
実に実施されていることをセルフチェックする。
○　牽制効果を高めることを目的として、会計監査組織が当該チェックリストに基づく調達
改善の取組状況を公告・公募前の事前監査でチェックし、当該取組状況が十分でないと
判断した場合は調達手続のやり直しを求めるなどの指導・助言を徹底する。

【会計事務手続の効率化】
○　旅費・給与計算業務等の一部をアウトソーシングし、会計事務手続の効率化を図る。

【国庫債務負担行為の活用】
○　複数年度契約による調達が可能と考えられる案件について、国庫債務負担行為の活
用に努める。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

【調達時期の管理強化】
○　事業期間や納期までの期間を十分に確保することを目的として、委託事業について
は第４四半期の事業開始を原則として禁止し、例外的に事業を開始するものについては
会計監査組織がその必要性及び理由等を公告・公募前の事前監査でチェックする。
○　調達担当部署に対し計画的な早期執行や公告・公募時期の前倒しを促し、事業期間
や納期までの期間を十分に確保するよう周知徹底を行う。

【少額随意契約の調達手続の改善（インターネット取引等の活用）】
○　出先施設の水道料金及び公用車のETC料金の支払にクレジットカード決済を、印刷
業務の調達にオープンカウンター方式を、什器類を対象に一括調達をそれぞれ実施す
る。

【デジタル統括アドバイザーの助言等の活用】
○　情報システムの調達に当たっては、仕様の策定等にデジタル統括アドバイザーの助
言等を活用する。

【公益法人に対する支出の公表・点検】
○　2年連続で同一法人に支出があるもの、随意契約や一者応札となっているものを対象
に、支出の必要性やより競争性のある契約方式への移行等の余地がないか点検し、見
直しの方向性を取りまとめて公表する。
○　公益法人が契約の相手方となっている案件を対象に、契約監視委員会による事後検
証の抽出項目に設定し、外部有識者による検証を行う。

【予算の支出状況等の公表】
○　「行政の透明性向上のための予算執行等の在り方について」（平成25年6月28日閣議
決定）に基づき、補助金、委託調査費等に関する支出情報を公表する。

【調達情報の提供・公表】
○　契約に係る透明性を確保するため、「公共調達の適正化について」（H18.8.25財務大
臣通知）に基づき、契約案件毎に、契約の相手方、契約金額等の契約情報をホームペー
ジで公表する。

【仕様書の明確化及び参考情報の充実】
○　一者応札・応募となった案件について供給者側の視点から仕様書で分かりづらい記
載がなかったか、アンケートや適宜実施するヒアリングなどを通じて把握し、仕様書の見
直しに活用することで、仕様書の完全性の向上に努める。
○　新規参入業者等の事業内容の理解促進を目的として、過去の同一又は類似事業に
係る成果物や業務履行に役立つ参考資料等について、事前の情報提供の充実に努め
る。

【有益情報やグッドプラクティスの共有】
○　会計業務マニュアル、価格交渉実施要綱・実施結果（好事例）、一者応札・応募の改
善事例等の有益情報を省内に共有し、今後の調達改善に活用する。
○　仕様書や公募要領等について、調達分野毎にグッドプラクティスとなる事例を蓄積・
データベースに保存し、いつでも省内で閲覧できるようにすることで、業務効率化に努め
る。

様式２
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